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め
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島「地域おこし協力隊」平成３０年度募集要項 

 

 

高松市は、多島美を誇る波静かな瀬戸内海に面する、日本一面積

の小さな香川県の県庁所在地です。 

 

女木島は、別名「鬼ヶ島」と呼ばれ、瀬戸内海に浮かぶ高松市の

３つの有人島のひとつです。 

 

自然豊かな島嶼部でありながら、高松港までフェリーで約２０分

と、四国の玄関口であるＪＲ高松駅までのアクセスのしやすさも魅

力のひとつです。 

 

古くから鬼ヶ島伝説が残っており、島の中央部に鬼ヶ島大洞窟があります。また、春は

約３０００本の桜が咲き誇り、夏は海水浴客で浜辺がにぎわいます。３年に１度開催され

る瀬戸内国際芸術祭の会場となるため、島のあちこちで芸術作品を目にすることができま

す。 

 

一方で島内では、高齢化が進み、特産品栽培などの担い手が不足しています。このよう

な中、昨年１１月に新たな交流拠点の「女木の里」がオープンし、島民どうしの憩いの場

のひとつとなっています。 

 

そこで、これを機会に、アート活動、特産品の栽培やイベント活動に一層取り組み、島

を元気にしていく必要があります。 

 

皆さんの個々の知識や経験を生かしながら、活気あるまちづくりを地域の方々と一緒に

取り組んでみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女木島のプロフィール】 

◇世帯数：１０５世帯 

◇人 口：１６１人 

（平成３０年５月１日現在） 

◇総面積：２.６２平方キロメートル 

◇特産品：落花生、にんにく、トウモロコシ、みかん 

【アクセス】 

 ◇高松港からフェリーで２０分 大人３７０円、小学生１９０円  

１日５往復 

 



 

 

１．業務内容 

 

地域活性化、交流人口の増加のために、女木島において主に次の業務に従事していただ

きます。 

 

・瀬戸内国際芸術祭会場となる島にふさわしくなるように、「女木の里」の建物及び周辺

をアートデザインする（１年目ミッション） 

・女木島の農業・観光等の地場産業に関わり、活性化を目指す。 

・「女木の里」の運営に協力し、特産品の開発やＰＲ 

・移住者受け入れの促進 

・女木島の魅力を発信（ＷＥＢ媒体、各種メディア等を利用したＰＲ・広報活動等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（女木の里外観） （えがおに弁当調理の様子） （えがおに市場） 

女木の里 とは？ （概要 敷地面積 616.57㎡ 延床面積 54.15㎡） 

 

・来島者と島民どうしの交流の場。瀬戸内国際芸術祭の芸術作品が点在する女木港の近

くにあります。 

・島民向けのお弁当（えがおに弁当）を作るキッチンがあり、特産品の物販（えがおに

市場）や島民が集まる場所となっています。 

・今後は、島民と来島者が集えるカフェの開設などを予定しています。 

・来島者が気軽に訪れ、島内観光の拠点となるようにＰＲしていきます。このため、 

 来島者から注目されるようなアーティスティックな視点からの魅力アップを目指し

ています。 



 

 

 

２．募集対象 

 

次の条件をすべて満たす方とします。 

(1) 応募時点で、３大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三

重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部）内の都市地域（過疎、山村、

離島、半島等の地域に該当しない市町村）若しくは一部条件不利地域（過疎、山村、離

島、半島等の地域に、その区域の一部が該当する市町村）又は政令指定都市に在住して

いること 

※対象の詳細については、総務省『地域おこし協力隊』のウェブページに掲載されて

いる「特別交付税措置に係る地域要件確認表」をご確認ください。 

(2) 採用後に本市へ住民票を異動し、原則として勤務地で居住できる方 

(3) 地域おこし協力隊としての活動期間終了後も、本市に定住し、就業・起業しようと

する意欲をもっている方 

(4) 本市の活性化に意欲があり、地域住民とコミュニケーションをはかり、積極的に活

動ができる方 

(5) 心身ともに健康で、誠実に業務を行うことができる方 

(6) パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方 

(7) 普通自動車運転免許を有し、運転のできる方 

 

３．募集人数・勤務地 

 

 

 

 

 

４．雇用形態・期間 

 

(1) 市の非常勤嘱託職員として採用します。 

(2) 平成３０年８月１日付の採用となります。 

(3) 委嘱期間は、委嘱の日から平成３１年３月３１日までとします。ただし、委嘱の日

から最長で３年間は更新することができます。 

 

 

５．勤務時間及び報酬 

 

  業務内容や本市での活動目的等により、次のいずれかの勤務時間を選択することがで

きます。 

 

勤 務 地 募集人数 

女木島 １名 



 

 

勤務地及び

居住地 
勤務時間及び報酬 

女 木 島 

① 
【勤務時間】週３７．５時間 

【報酬月額】１９６，０００円※ 

② 
【勤務時間】週３０時間 

【報酬月額】１５６，８００円※ 

③ 
【勤務時間】週２１時間 

【報酬月額】１０９，７００円※ 

※ 報酬月額は、平成３０年度のものです。 

   ・ 別途市内出張旅費等が支給される場合があります。 

 

６．活動経費について 

 

  活動に必要な経費については、予算の範囲内で市が負担します。 

 

 

７．福利厚生 

 

(1) 社会保険等（雇用保険、厚生年金、健康保険）に加入します。 

(2) 隊員は、市内で市が借り上げた住宅に移住していただきます。家賃については、予

算の範囲内で市が負担します。 

（光熱水費等の生活に必要な費用は、隊員負担となります。） 

 

８．募集期間 

 

平成３０年５月３０日（水）から平成３０年６月２９日（金）まで（締切日の消印有効） 

 

９．選考の流れ 

 

【応募】 

下記の４つを郵送又は持参してください。 

(1) 地域おこし協力隊申込書 

 

(2) 履歴書 

必要事項を記入し、直近３か月以内の写真を貼付してください。 

必ず連絡がとれる電話番号とメールアドレスを記入してください。 

 



 

(3) 作文 

１年目ミッション以外で、女木島で取り組みたいことについて、具体的な活動や展

望などを記入してください。様式は自由です。（文字数：２，０００文字程度） 

(4) 住民票 

申込の日の１か月前以内に交付を受けた住民票を添付して下さい。 

 

 

【審査】 

 (1) 体験移住及び面接選考 

７月７日（土）～９日（月）の予定で、活動地域での生活を体験していただきます。 

※ 体験移住の最終日（３日目）に面接選考を行います。 

※ 体験移住（３日間）及び面接選考の日時・場所等詳細については、別途通知し

ます。 

※ 体験移住に係る宿泊料は、市が負担します。 

※ 交通費、食事等の諸経費は、個人負担となります。 

 (2) 選考結果の通知 

選考結果を文書で通知します。 

 

 

※応募時の提出書類は、返却いたしません。 

不採用者のうちで履歴書の返却を希望される方については、 

 ・来庁の場合：事前に連絡いただき、本人確認の上、手渡しにて返却いたします（代理人不可） 

 ・郵送請求の場合：返信用封筒（長形３号に簡易書留郵便相当分の切手を貼って、宛先を明記

したもの）を送付してください 

◆お問い合わせ・応募先◆ 

〒760-8571 

香川県高松市番町一丁目８番１５号 

高松市役所 市民政策局 

地域政策部 地域振興課 担当：宮武
みやたけ

・永峰
ながみね

 

TEL:087-839-2278 FAX:087-839-2125 

メールアドレス:chiikishinkou@city.takamatsu.lg.jp 

◆高松市ホームページ◆ 

 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/  


